
 

社会福祉法人防府市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人防府市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の職務

に従事する役員等の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、役員等とは本会の理事、監事、評議員、会長の委嘱を受けた

者及び本会の職務のために応招した者をいう。 

（報酬） 

第３条 役員等（常勤役員及び防府市職員は除く）に対しては、別表第１により報酬を支

給する。 

２ 常勤役員に対しては、別表第２により報酬を支給する。 

３ 月額による報酬を受ける者で月の途中において就任又は離任したときは、その月分の

報酬については日割により計算する。 

（報酬の支払方法） 

第４条 月額による報酬の支給方法については、職員の例による。ただし、離任した場合

の報酬は、その都度支給する。 

２ 日額による報酬は適宜支給する。 

（費用弁償） 

第５条 役員等に対する費用弁償については、社会福祉法人防府市社会福祉協議会旅費支

給規程（以下「旅費支給規程」という。）の適用を受ける職員の旅費の支給の例による。 

２ 前項の費用弁償の支給方法については旅費支給規程を準用する。 

（公表） 

第６条 本会は、第３条第１項及び第２項の規定をもって、社会福祉法第 59 条の２第

１項第２号に規定する報酬等の支給の基準として公表する。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

（規程の改廃） 

第８条 この規程の改廃は、評議員会の決議を得て行う。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 

（役員等の報酬及び費用弁償規程等の廃止） 

２ 社会福祉法人防府市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程（平成 24 年４月１

日施行）は、廃止する。 

３ 社会福祉法人防府市社会福祉協議会特別雇用職員給与規程（平成 17年 12月 19日施行）

は、廃止する。 



 

附 則 

 この規程は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 29 年６月 15 日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成 30 年３月 26 日から施行し、この規程による改正後の社会福祉法人

防府市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程（以下「改正後の報酬及び費用弁

償規程」という。）の規定は、平成 29 年４月１日から適用する。 

（報酬の内払） 

２ 改正後の報酬及び費用弁償規程の規定を適用する場合においては、この規程による改

正前の社会福祉法人防府市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程の規定に基づ

いて支給された報酬は、改正後の報酬及び費用弁償規程による報酬の内払とみなす。 

   附 則 

 この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和６年３月２６日から施行し、この規程による改正後の社会福祉法人

防府市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程（以下「改正後の報酬及び費用弁

償規程」という。）の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

（報酬の内払） 

２ 改正後の報酬及び費用弁償規程の規定を適用する場合においては、この規程による改

正前の社会福祉法人防府市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程の規定に基づ

いて支給された報酬は、改正後の報酬及び費用弁償規程による報酬の内払とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和７年３月２７日から施行し、この規程による改正後の社会福祉法人

防府市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程（以下「改正後の報酬及び費用弁

償規程」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ 改正後の報酬及び費用弁償規程の規定を適用する場合においては、この規程による改

正前の社会福祉法人防府市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程の規定に基づ

いて支給された報酬は、改正後の報酬及び費用弁償規程による報酬の内払とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年３月２３日から施行し、この規程による改正後の社会福祉法人

防府市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程（以下「改正後の報酬及び費用弁

償規程」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。 



 

（報酬の内払） 

２ 改正後の報酬及び費用弁償規程の規定を適用する場合においては、この規程による改

正前の社会福祉法人防府市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程の規定に基づ

いて支給された報酬は、改正後の報酬及び費用弁償規程による報酬の内払とみなす。 

 



 

別表第１（第３条関係） 

役員等の報酬 

職  名 勤務形態 報 酬 金 額 

会長の職にある者 非常勤 月 額 ６０，０００円 

副会長の職にある者及び監事 非常勤 日 額 ３，５００円 

その他の役員及び評議員 非常勤 日 額 ３，０００円 

会長の委嘱を受けた者及び本会の

職務のために応招した者 
非常勤 日 額 ３，０００円 

備考 

理事会、評議員会、部会、委員会、監査及び会長の命を受けて会議等に出席した者（会

長及び常務理事を除く。）が、同一日に２以上の会議に出席した場合は、１のみの日額を

支給する。 

 

別表第２（第３条関係） 

常勤役員の報酬 

職  名 勤務形態 報 酬 金 額 

常務理事の職にある者 常勤 月 額 ３１４，１００円 

備考 

通勤手当は、本会職員給与規程第 17 条の規定に基づいて算定した額とする。 

賞与は、本会定年退職者の継続雇用に関する規程第６条第５項第７号及び第８号の規定

に基づいて算定した額とする。 

 


